
11月9日㈫から15日㈪まで、秋季全国火災予防運動が全国各地で実
施されます。この運動は、火災が発生しやすい時季を迎えるにあたり、
火災予防思想の一層の普及を図ることで、火災の発生を防止し、高齢者
を中心とする死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐこと
を目的として、毎年この時期に実施しているものです。

・寝たばこは絶対にしない、させない
・ストーブの周りに燃えやすいものを置かない
・こんろを使うときは火のそばを離れない
・コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く

・火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろなどは安全装置の付いた機器を使用する
・火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する
・火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは、防炎品を使用する
・火災を小さいうちに消すために、消火器などを設置し、使い方を確認しておく　
・高齢者や身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく
・防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う

夏休み中に、碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市の小学5・6年生から、火災予防啓発ポスターを募集し、
500点以上の応募があり、以下の各賞と佳作20点が決まりました。特選の2作品は、秋季火災予防啓発ポスターと、
令和4年3月1日からの春季火災予防運動啓発ポスターにそれぞれ採用されます。また、安城市内の商業施設で、
11月9日㈫から15日㈪まで入賞作品展を行う予定です。

■問　衣浦東部広域連合消防局予防課　☎63－0136

おうち時間　家族で点検　火の始末秋の火災予防運動

住宅防火　いのちを守る10のポイント

防火作品入賞者 （敬称略）

4つの
習慣

6つの
対策

火災予防の準備はできていますか
ひとり暮らし高齢者に簡易消火器配布 ■問　高齢介護課高齢福祉係　☎95－9888
高齢者の生活を支援するため、市では65歳以上の1人暮らし高齢者に簡易消火器を配布しています。
■対　市内在住65歳以上の1人暮らしで、今までに簡易消火器の配布を受けたことがない人（1人1回）
■■申　本人確認書類（運転免許証、健康保険証など）を持参し直接

奥田苺花（碧南市立大浜小6年）
徳山結衣（安城市立作野小6年）
宮治芽生太（安城市立錦町小5年）
中川優奈（安城市立安城南部小5年）

岩瀨聖
（安城市立高棚小6年）

白名優豪
（安城市立安城北部小5年）

横畑心咲（安城市立新田小6年）
小野田稟子（碧南市立鷲塚小6年）
杉山結愛（安城市立桜林小6年）

遠藤直桜（刈谷市立衣浦小5年）
水野史織（碧南市立棚尾小5年）
齋藤匠汰（刈谷市立双葉小5年）
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皆さんと消防を結ぶダイヤルナンバー「119」に
ちなんで、昭和62年から11月9日が「119番の日」
として設けられました。
皆さんの正確な通報が、迅速で的確な活動につな

がります。もしもの時に備えて119番通報について
確認しましょう。また、通報は慌てず落ち着いて以
下の質問にはっきり答えましょう。

①火事か救急か
②住所（近くの目標物、ビルなどの場合は何階か）
③現場の状況
火事の場合…何が燃えているか、逃げ遅れ、け

が人はいないかなど
救急の場合…誰がどうしたか、けが人などの年

齢、性別、持病、かかりつけ病院
④通報者の氏名、電話番号
※救急車から確認の電話がかかってくる場合があ
ります。

携帯電話などからの通報は固定電話と同じように
消防署につながりますが、市境で通報した場合、隣
の消防署につながることがあります。通信指令員が
その地域の消防署に転送するので、電話を切らずに
指示に従ってください。　
また、GPS機能付き携帯電話やスマートフォンで

あれば通報場所が通知されますが、精度が数10ｍ
から10㎞程度と異なるため、災害場所の特定が困
難となることがあります。携帯電話などで通報する
場合は、通信指令員の聞き取りによる場所の特定が
重要となるので、付近の住所や目標物（店舗、交差
点名、橋など）を確認のうえ通報するようにお願い
します。

衣浦東部広域連合消防局では令和2年10月１日か
らNet119緊急通報システムの運用を開始しました。
これは当消防局管轄（碧南市、刈谷市、安城市、知
立市、高浜市）に在住又は通勤・通学中の人で、聴
覚又は音声・言語機能などに障害があり、音声によ
る119番通報が困難な人が、手持ちのスマートフォ
ンなどからインターネット回線を利用して、音声を
用いることなく119番通報するシステムです。利用
には事前登録が必要です。詳しくは衣浦東部広域連
合消防局ホームページで確認してください。

119番は、火災・救急などを通報する緊急回線で
す。火災発生場所、当番病院及び小児に関する医療
相談は、以下の番号に問い合わせてください。

●火事の場所や状況が知りたいとき
災害案内テレホンサービス　☎27－1119
●病院の案内、情報を知りたいとき
救急医療情報センター　☎36－1133
※病状に応じて診療可能な最寄りの病院を24時間
365日紹介しています。

●小児の症状に応じた医療相談をしたいとき
愛知県小児救急電話相談
☎♯8000（短縮）又は☎052－962－9900
※365日19時から翌日8時に看護師や小児科医か
らアドバイスが受けられます。

11月9日は
「119番の日」
■問　衣浦東部広域連合消防局通信指令課　☎63－0138

Net119緊急通報システムによる
119番通報

緊急時以外は
こちらの電話番号を利用してください

携帯電話・スマートフォンからの
119番通報 スマートフォンから送信 救急車・消防車
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